
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 県有財産貸付契約書

貸主 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター （以下「甲」という。）

と借主 （以下「乙」という。）とは、次のとおり沖縄県立南部医療セ

ンター・こども医療センター 県有財産の貸付契約（以下「本契約」という。）

を締結する。

（信義誠実の義務）

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約（本契約書及び仕様書を内容と

する契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

（賃貸借物件）

第２条 甲は、次に掲げる物件（以下「賃貸借物件」という。）を乙に賃貸し、

乙はこれを賃借するものとする。

（1）所在地 沖縄県南風原町字新川 118-１
（2）名 称 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

（3）面積等 80.934㎡（売店・倉庫：76.634㎡、自動販売機：4.3㎡）

（賃貸借期間）

第３条 賃貸借期間は、令和６年 月 日から令和 11年３月 31日までとする。
２ 甲は、前項に規定する期間の満了日の１年前から６ヶ月前までの間に乙に対

し、期間満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。

３ 乙は、甲から前項に規定する通知を受理したときは、本物件を引き続き賃借

するか否かを受理した日から２ヶ月以内に甲へ書面（自由様式）にて回答する

こととする。

（指定用途等）

第４条 乙は、賃貸借物件を売店等（コンビニエンスストアも含む。以下同義）

の設置及び運営のために使用し、それ以外の用途に使用してはならない。

２ 乙は、売店等で販売する商品に関し、事前に甲の承認を得るものとする。

３ 乙は、売店等で販売する商品に関し、適宜補充する等適切な管理に努めなけ

ればならない。

（報告）

第５条 乙は、本契約に係る売店等の売上金額を暦月ごとに取りまとめた売上報

告 書（自由様式）を作成し、翌月の 10日までに甲へ提出しなければならない。
２ 乙は、前項のほかの事項について甲が報告を求めた場合は、その求めに応じ

なければならない。



（貸付料）

第６条 乙が甲に支払う賃貸借に伴う貸付料は暦月ごとに算定した使用料とす

る。水道光熱費は別途支払うものとする。

２ 第１項に規定する貸付料は、次に掲げる計算式により算出された金額の高い

方とする。

➀第５条により報告された売上金額に ％を乗じて得た金額

➁沖縄県病院事業局固定資産管理規程第 23条第１項の別表第１に規定す
る計算式により算出した金額

３ 第１項に規定する水道光熱費は、乙の使用による電気料および水道使用料を

合算した金額とする。

４ 乙は、賃貸借に伴う貸付料を１ヶ月ごとに甲が発行する納入通知書により、

甲が指定する期限までに納付するものとする。

５ 消費税及び地方消費税の税率に変動がある場合は、甲乙双方が協議のうえ、

消費税額を改定することができることとする。

（延滞金）

第７条 乙は、甲の指定する日までに貸付料を納付しない場合は、納付日の翌日

から納付した日までの期間について沖縄県延滞金徴収条例第２条の規定により

算定した延滞金を支払わなければならない。

（その他の費用）

第８条 入院設置事業に供する備品の設置、運営および維持管理、修繕にかかる

費用は、乙の負担とする。

（瑕疵担保）

第９条 乙は、本契約締結後、賃貸借物件に数量の不足または隠れた瑕疵がある

ことを発見した場合には、損害賠償の請求をすることができない。

（禁止又は制限される行為）

第 10 条 乙は、甲の承諾を得ないで賃貸借物件の全部又は一部を転貸し、また

は賃借権を譲渡したり、担保に供するなどの処分行為をしてはならない。

２ 乙は、甲の承諾を得ないで賃貸借物件の改造若しくは模様替え又は賃貸借物

件の区域内における工作物の設置を行ってはならない。

３ 本契約に基づく事業は乙自ら行うものとし、他の者にその処理を再委託しな

いこと。ただし、乙のフランチャイズ契約に基づき甲の承認を受けた場合は、

この限りではない。

（規律維持及び秘密の保持）

第 11 条 乙は、売店の設置及び運営に従事する乙の職員の風紀及び規律の維持

に責任を負い、秩序ある義務の実施に努めなければならない。



２ 乙は、業務上知り得た秘密または個人情報を第三者に漏らし、又は他の目的

に利用してはならない。本契約終了後においても同様とする。個人情報の取扱

いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

（賃借人の義務）

第 12 条 乙は、賃貸借物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負

う。

２ 乙は、第４条の指定用途等に関わるすべての事項について責を負うものとし、

甲は一切の責めを負わないものとする。

３ 甲が賃貸借物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合、乙は、その事項を

遵守しなければならない。

４ 乙は、売店等の運営にあたっては甲の業務の迷惑とならないよう十分に配慮

しなければならない。

５ 乙の名称、所在地又は代表者に変更があったときは、直ちに文書により甲に

通知するものとする。

（有益費等の請求権の放棄）

第 13 条 乙は、賃貸借物件に投じた有益費又は必要費があっても、これを甲に

請求しないこととする。

２ 乙は、甲が実施する病院建物本体および附属設備にかかる修繕・改修・法令

に基づく点検により貸し付ける場所が使用できないときに、営業損失等の名目

により甲に損害賠償を請求しないこととする。

（調査協力義務）

第 14 条 甲は、賃貸借物件について、随時、その使用状況を実地に調査するこ

とができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。

（第三者に損害を及ぼした場合の措置）

第 15 条 乙は、賃貸借物件の管理運営することにより第三者に損害を及ぼす恐

れがある場合は、乙の責任において損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼし

た場合は、乙の負担において賠償しなければならない。

（契約の解除）

第 16 条 甲は、乙が本契約に定める義務および乙が自ら甲に企画提案した内容

に違背した場合、１５日間の催告期間をおいてその違約を改める旨を催告し、

その期間経過後も違約が継続したときは、違約者に対し本契約を解除すること

ができる。

２ 前項により、本契約が解除されたときは、違約者は相手方が被った実費損害

分を支払わなければならない。

３ 甲または乙は、次のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告



も要せずして、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 解散又は破産、民事再生、会社更生、仮差押、差押の申立があり、契約上
の義務履行 ができないことが明かなとき。

(2) 第 23条の規定に反する事実が判明したとき。
(3) 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
(4) 賃貸借物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したとき。
(5) 賃貸借物件又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、
又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせたとき。

(6) 賃貸借物件を反社会的勢力に占有させたとき。
４ 甲は、賃貸借物件を国、県その他公共団体において公用又は公共用に供する

ためその他必要が生じたとき、また、当該県有施設を廃止するときは、本契約

を解除することができる。この場合において、契約解除に伴う賃貸借物件の原

状回復については、甲乙双方の協議のうえ定めるものとする。

５ 乙は、第３条の賃貸借期間にかかわらず、やむを得ない事情により本契約を

解除する場合は、解除しようとする日の１ヶ月前までに甲に通知するものとす

る。

（損害賠償）

第 17 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、

乙に対しその損害の賠償を請求することができる。

２ 乙は、賃貸借物件の全部または一部を滅失し、又は損傷したときは、当該滅

失または損傷による損害額に相当する額を、甲に支払わなければならない。た

だし、当該滅失または損傷につき、乙が回復した場合及び当該滅失または損傷

が乙の責めに帰さない理由がある場合はこの限りではない。

（賃貸借料の返還）

第 18 条 既に納入した第 6条に定める貸付料は、原則返還しないものとする。

（賃貸借物件の返還）

第 19 条 乙は、本契約が終了する日までに（第 16条第３項および第５項にあっ
ては直ちに）、乙の負担により賃貸借物件を現状に復して甲に返還しなければ

ならない。ただし、甲が特に承諾したときは、賃貸借物件を現状に復しないこ

とができるものとする。

２ 乙は、賃貸借物件の返還に際して、賃貸借物件に支出した経費・有益費の償

還、造作買い取りや立退料等を甲に請求することができない。

（契約に要する費用）

第 20 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負

担とする。



（遵守事項）

第 21 条 乙は、本契約に定めるもののほか、甲が発行した「沖縄県立南部医療

センター・こども医療センター院内売店事業者の選定に係る募集要項」および

乙が甲に提出した「企画提案書類等」を遵守するものとする。

（管轄裁判所）

第 22 条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地

を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（協議）

第 23 条 本契約書に約定しない事項について約定する必要が生じたとき、又は

この契約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都度、甲乙双方が

協議して定めるものとする。

本契約が成立したことを証するため、この契約書２通を作成し、各自それぞれ

１通を所持する。

令和 年 月 日

（甲） 沖縄県南風原町新川 118-1
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

院長 福里 吉充

（乙）

株式会社

代表取締役



別記

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個

人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならな

い。

（秘密の保持）

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（適正管理）

第３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏洩、滅失及び毀損

の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（作業場所の特定）

第４ 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作

業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。

（収集の制限）

第５ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で行わなければならない。

（目的外利用・提供の禁止）

第６ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を

契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

（模写又は複製の禁止）

第７ 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供された個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。

（業務従事者への周知）

第８ 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、

当該業務に関して知り得た個人情報を、正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目

的外に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例（平成 17年沖縄県条例第２号）
により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させる

ものとする。

（再委託の禁止）

第９ 乙は、この契約による個人情報取扱業務については、自ら行うものとし、第三者にそ

の取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。

（資料等の返還等）

第 10 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。



また、甲の承諾を得て再委託をした場合、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに

当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。

（調査）

第 11 乙は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、

この求めがあった場合は、随時調査報告することとする。

（事故発生時における報告）

第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

（損害賠償）

第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を

含む。）のために生じた経費は、乙が負担するものとする。



定期借家権契約に関する説明（借地借家法第 38条第 2項関係）

令和 年 月 日

定 期 借 家 権 契 約 につ い ての説 明

貸主（甲） 沖縄県南風原町新川 118-1
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

院長 福里 吉充

下記物件について県有財産貸付契約を締結するにあたり、借地借家法第 38条第 2項に
基づき、次のとおり説明します。

〔説明内容〕

下記物件の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、

期間の満了の日の翌日を始期とする新たな行政財産貸付更新許可を与える場合を除き、

期間の満了の日までに下記物件を明け渡さなければなりません。

記

(1)物件の名称 ：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 80.934㎡等

(2)物件の所在地：沖縄県南風原町字新川 118-１

(3)契約期間 ：令和 年 月 日～令和 11年３月 31日（ 年 ヶ月）

上記物件について、借地借家法第 38条第 2項に基づく説明を受けました。

令和 年 月 日

借主（乙） 住所

氏名


